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令和８年度の国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定に

用いる係数種別等について（通知） 

 

 

都道府県は、国民健康保険の保険者であり、財政運営の責任主体として、令和

８年度予算を推計し、国民健康保険法（昭和 33年法律第 192号。以下「国保法」

という。）第 75条の７に規定する国民健康保険事業費納付金（以下「納付金」と

いう。）及び国保法第 82条の３に規定する標準保険料率の算定を行う。 

今回の納付金及び標準保険料率の算定に当たり、別添のとおり、各都道府県が

予め決定すべき係数種別、当該係数の決定に参考となる基準の考え方、市町村及

び国民健康保険団体連合会から提出していただく係数種別並びに当該係数の決

定に参考となる基準の考え方をお示しする。各都道府県においては、納付金及び

標準保険料率の算定に向けた準備に遺漏なきを期されたい。 
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